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観
測
史
上
最
大
の
雨
量
で
、町
内
全
域
に
未
曽
有
の
被
害
を
も
た
ら
し

た
豪
雨
災
害
か
ら
、2
か
月
半
が
過
ぎ
ま
し
た
。町
内
各
所
で
復
旧
工
事
が

進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、そ
の
爪
痕
は
今
な
お
深
く
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。尊
い
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
に
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、被

災
さ
れ
た
す
べ
て
の
方
々
へ
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

未
だ
行
方
不
明
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
一
日
も
早
い
発
見
の
た
め
、引

き
続
き
全
力
を
尽
く
し
て
参
り
ま
す
。

　
災
害
発
生
直
後
か
ら
、自
衛
隊
を
は
じ
め
と
す
る
、国
、県
、そ
の
他
関
係

機
関
、そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
多
く
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、復

旧
・
復
興
作
業
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。武
田
防
災
担
当
大
臣
や
小
泉
環

境
大
臣
、蒲
島
知
事
を
は
じ
め
と
す
る
、国
、県
の
方
々
に
も
町
の
現
状
・

要
望
を
し
っ
か
り
と
お
伝
え
し
、熊
本
地
震
を
超
え
る
規
模
の
各
種
支
援

策
を
講
じ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、皆
さ
ん
の
生
活
再
建
に
直
結
す
る
罹
災
証
明
書
に
つ
き
ま
し
て

も
、申
請
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
分
の
発
行
率
は
１
０
０
％
と
な
り
、ゆ
め

も
や
い
緑
地
公
園
に
建
設
さ
れ
た
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
も
始
ま
る
な
ど
、

復
旧
・
復
興
作
業
は
刻
一
刻
と
変
化
す
る
局
面
を
捉
え
な
が
ら
、着
実
に

進
ん
で
お
り
ま
す
。

　
発
災
か
ら
を
振
り
返
り
ま
す
と
、一
説
に
は
数
百
年
に
一
度
と
も
言
わ

れ
る
未
曽
有
の
大
災
害
に
、ま
ず
は
人
命
救
助
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保

を
最
優
先
に
取
り
組
み
ま
し
た
。そ
の
後
、被
害
状
況
把
握
の
た
め
、時
に

倒
木
を
避
け
、流
れ
込
ん
だ
土
砂
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、町
中
を
回
り
ま
し

た
が
、愛
す
る
わ
が
町
の
変
わ
り
果
て
た
姿
を
見
た
と
き
は
、文
字
通
り
こ

の
身
が
引
き
裂
か
れ
る
思
い
で
し
た
。あ
ま
り
に
甚
大
な
被
害
に
、思
わ
ず

立
ち
す
く
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、私
の
背
中
を
押
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、懸
命
に
復
旧
作
業
に
取
り
組
ま
れ
る
住
民
、消
防
団
の
方
々

の
姿
、自
ら
も
被
災
し
な
が
ら
炊
き
出
し
な
ど
の
支
援
に
取
り
組
ま
れ
る

事
業
者
の
方
々
の
姿
、全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
人
的
・物
的
支
援
の
数
々
、

そ
し
て
、自
宅
の
被
害
を
顧
み
ず
不
休
で
災
害
対
応
に
あ
た
る
町
職
員
の

姿
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
、今
こ
そ
敢
然
と
立
ち
上
が
り
ま
し
ょ
う
。前
へ
進
み
ま
し
ょ

う
。復
興
ま
で
は
少
し
長
い
道
の
り
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。時
に
は
足

が
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。そ
ん
な
と
き
は
、遠
慮
せ
ず

背
中
を
預
け
て
く
だ
さ
い
。私
た
ち
も
全
力
で
皆
様
の
生
活
再
建
を
後
押

し
し
て
参
り
ま
す
。み
ん
な
が
手
を
取
り
合
い
、助
け
合
い
な
が
ら
、今
を

生
き
る
皆
さ
ん
の
た
め
、そ
し
て
次
の
時
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
、「
芦
北
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
、芦
北
に
住
ん
で
良
か
っ
た
」と
心
か
ら

思
え
る
町
を
共
に
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

復
旧
か
ら
復
興
へ

　
　
未
来
の
芦
北
町
へ
向
か
っ
て

芦
北
町
長
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CO
N
TEN

TS

2020 年　9月号

豪雨災害町長メッセージ
河川のはん濫
球磨川沿線
被害の状況
救助・復旧の応援
災害廃棄物
ボランティア
避難所・支援物資
消防団・復興に向けて
被災者支援情報
災害に伴う予算
健康ルーム
国勢調査

2　
５
６
７
８
９
１0
１１
１２
１３
２２
２６
２８

人 口　１６，７１２人　　（−３７）
男 　　７，８８７人　　 （−１５）
女 　　８，８２５人　　 （−２２）

65 歳以上　　７，４０１人　　 （−１２）
世 帯 数　　７，２０５世帯　 （−１４）

人口のうごき（R2.9.1 現在）（　）内は前月比

今月の表紙
　
7
月
3
〜
4
日
に
か
け
芦
北
・
人
吉
球
磨
地
方

に
被
害
を
も
た
ら
し
た
豪
雨
。町
内
の
河
川
は
、は

ん
濫
し
土
砂
崩
れ
等
が
発
生
し
ま
し
た
。

▲水が引いた役場北側

▲球磨川のはん濫により１階が浸水　白石地区 ▲普段の状態

◀︎
冠
水
し
た
国
道
3
号　
腰
ま
で
浸
か
り
道
路
を
歩
く
人
（
役
場
庁
舎
前
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
月
4
日
午
前
9
時
撮
影

▶︎
越
水
し
た
佐
敷
川
（
田
中
正
一
さ
ん
提
供
）

◀︎
災
害
後
水
の
引
い
た
佐
敷
川

7
月
4
日
午
前
7
時
撮
影

　
7
月
4
日
午
前
2
時
30
分
ご
ろ
に
佐
敷
と

湯
浦
地
区
か
ら
道
路
が
冠
水
し
た
と
役
場
に

連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。役
場
周
辺
も
冠
水
し

同
日
午
後
3
時
ご
ろ
ま
で
は
、庁
舎
か
ら
出

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

役
場
の
気
象
観
測
で
7
月
3
〜
4
日
の

最
大
１
時
間
雨
量
が
92
ミ
リ
、24
時
間
雨
量

５
３
８
ミ
リ
が
記
録
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
は

昨
年
7
月
の
１
か
月
分
（
６
０
８
ミ
リ
）の

雨
量
相
当
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
豪
雨
に
よ
り
町
内
で
、全
壊
70
件
、大

規
模
半
壊
１
４
１
件
、半
壊
７
３
３
件
の
被

害
が
あ
り
ま
し
た
。（
9
月
９
日
現
在
）

▶︎
浸
水
し
町
道
が
川
の
よ
う
に（
芦
北
児
童
公
園
前
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河川のはん濫河川のはん濫 令 和2 年7 月豪 雨特 集令 和2 年7 月豪 雨特 集
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▶︎
基
礎
が
浮
い
た
状
態
の
家

◀︎
は
ん
濫
に
よ
る
被
害
を
聞
く
町
長

▶︎
球
磨
川
沿
線
の
町
道　
自
動
車
は
通
行
不
能

◀︎
粘
土
質
の
泥
が
堆
積
し
た
床
下

▶︎
護
岸
ご
と
流
さ
れ
た
県
道
一
勝
地
神
瀬
線

　
球
磨
川
沿
線
の
地
区
は
豪
雨
に
よ
る

増
水
に
よ
り
、被
害
に
遭
い
ま
し
た
。

　

嵩
上
げ
を
行
な
っ
た
、漆
口
、小
口
、

白
石
も
一
階
部
分
が
浸
水
し
ま
し
た
。

　

白
石
地
区
へ
の
道
路
は
、複
数
箇
所

護
岸
が
無
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

8
月
1
日
に
仮
設
道
路
が
復
旧
す

る
ま
で
、住
民
や
物
資
を
運
ぶ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
は
、不
通
に
な
っ
て
い
る
Ｊ
Ｒ

肥
薩
線
の
線
路
を
歩
い
て
移
動
し
て
い

ま
し
た
。

▶︎
大
岩
川
の
流
れ
が
変
わ
り
農
地
が
被
災

◀︎
土
石
流
に
よ
り
農
地
が
埋
ま
っ
た
宮
浦
地
区

▶︎
土
砂
で
埋
ま
っ
た
肥
薩
お
れ
ん
じ
鉄
道

◀︎
広
域
農
道
田
浦
ト
ン
ネ
ル

▶︎
女
島
地
区
で
は
数
か
所
で
土
砂
崩
れ
が
発
生

◀︎
滝
の
上
地
区
の
土
砂
崩
れ

▶︎
橋
に
引
っ
か
か
っ
た
軽
ト
ラ
ッ
ク

　
豪
雨
に
よ
り
土
砂
崩
れ
が
複
数

発
生
し
ま
し
た
。ま
た
、河
川
の
増

水
等
に
よ
り
農
地
１
１
０
０
箇

所
・
道
路
１
０
０
０
箇
所
の
被
害

が
あ
り
ま
し
た
。

　

孤
立
し
た
集
落
は
21
地
区
あ
り

ま
し
た
。自
衛
隊
や
土
木
業
者
の
緊

急
道
路
復
旧
工
事
に
よ
り
8
月
1

日
に
孤
立
が
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
的
被
害
で
は
、11
名
の
方
が

亡
く
な
り
、現
在
も
1
名
が
行
方

不
明
で
す
。

被害の状 況被害の状 況 球 磨川沿 線球 磨川沿 線
▶︎
河
川
の
増
水
に
よ
り
住
宅
が
損
壊

◀︎
橋
脚
だ
け
残
っ
た
神
瀬
橋
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7
月
4
日
、発
災
し
た
当
日
か
ら
自

衛
隊
が
駆
け
つ
け
、昼
夜
を
問
わ
ず
安

否
確
認
の
た
め
の
捜
索
や
、孤
立
し
た

集
落
の
住
民
の
救
助
、生
活
物
資
の
搬

送
、土
砂
で
埋
ま
っ
た
道
路
の
清
掃
な

ど
、延
べ
人
数
約
８
８
０
０
人
が
活
動

し
ま
し
た
。　

　
熊
本
県
庁
・佐
賀
県
庁
・宮
崎
県
庁
・

気
象
庁・国
土
交
通
省・Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災

害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）等
が
プ
ッ
シ
ュ

型
支
援
※
で
駆
け
つ
け
、町
災
害
対
策

本
部
と
救
援
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
※
具
体
的
な
要
請
を
受
け
な
く
て
も
物
資
や

人
材
を
送
り
出
す
支
援

▶︎
孤
立
し
た
集
落
か
ら
救
助
搬
送
さ
れ
た
住
民

◀︎
取
り
残
さ
れ
た
住
民
を
へ
リ
コ
プ
タ
ー
で
吊

り
上
げ
て
救
助
す
る
自
衛
隊

▶︎
重
機
を
使
っ
て
堆
積
し
た
土
砂
を
撤
去

◀︎
重
機
が
入
れ
な
い
場
所
は
手
作
業
で
撤
去

◀︎
毎
日
進
捗
を
確
認
し
情
報
を
共
有

▶︎
自
衛
隊
か
ら
行
方
不
明
者
の
捜
索
状
況
を
確
認

◀︎
被
災
し
た
住
民
の
た
め
に
お
風
呂
を
設
置

▶︎
道
端
の
廃
棄
物
を
回
収

◀︎
他
の
自
治
体
か
ら
収
集
の
応
援
に

▶︎
災
害
廃
棄
物
は
品
目
ご
と
に
回
収

◀︎
災
害
仮
置
場
で
搬
入
を
待
つ
車
両

▶︎
小
泉
環
境
大
臣
が
廃
棄
物
仮
置
場
を
視
察

▶︎
廃
棄
物
撤
去
前
の
白
石
地
区

◀︎
廃
棄
物
撤
去
後
の
白
石
地
区

　

被
災
し
た
住
家
等
か
ら
出
た
災
害
廃

棄
物
は
芦
北
町
の
3
年
分
の
量
（
約

１
万
２
０
０
０
ト
ン
）に
な
り
ま
す
。

　

廃
棄
物
仮
置
場
に
は
多
い
日
に
は

１
２
０
０
台
の
搬
入
が
あ
り
、大
変
混
雑

し
ま
し
た
。

　

搬
入
が
始
ま
っ
た
当
初
は
、廃
棄
物
が

混
載
状
態
で
搬
入
さ
れ
、廃
棄
物
仮
置
場

の
整
理
が
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、持
ち
込
ま
れ
る
方
の
分
別
搬
入
の
ご

協
力
に
よ
り
、現
在
は
整
理
が
容
易
に
で

き
る
よ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

災害廃 棄 物災害廃 棄 物 救 助・復旧の応 援救 助・復旧の応 援
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▶︎
社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
付

◀︎
依
頼
者
の
要
望
を
聞
き
作
業
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

▶︎
秀
岳
館
（
高
校
生
）の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

◀︎
ラ
ー
メ
ン
の
炊
き
出
し
に
激
励

▶︎
床
下
の
泥
を
か
き
出
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

◀︎
商
工
会
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
撤
去

　

定
年
退
職
し
て
時
間
が
あ
る
の
で
、ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
い
ま
す
。熊
本

地
震
の
時
、色
々
な
人
に
お
世
話
に
な
っ

た
の
で
、恩
返
し
で
す
。

　

友
達
に
誘
わ
れ
た
の
で
参
加
し
ま
し

た
。考
え
て
い
た
以
上
に
大
変
な
作
業
で

し
た
。来
た
時
よ
り
き
れ
い
に
な
り
、大
変

感
謝
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
来
ま
す
。

　
学
園
大
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
か

ら
派
遣
。電
気
も
ガ
ス
も
な
い
の
に
、被
災

し
た
住
人
は
強
い
。心
が
折
れ
ず
頑
張
っ

て
い
る
。片
付
く
ま
で
何
回
も
来
ま
す
。

田下　榮さん
益城町

清㟢　彩
さ ら

良さん
熊本市

菊本　大
だいしん

新さん
熊本市

ボランティアに参加された方の声

　

全
国
か
ら
支
援
物
資
（
水
・
食
糧
・

生
活
用
品
等
）が
、事
業
所
（
２
３
１

件
）・自
治
体（
２
１
件
）・個
人（
１
２
０

件
）か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
8
月
末

現
在
）　
ま
た
、義
援
金
・
寄
附
金
も
多

数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

避
難
所
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
た
め
、検
温
や
問
診
を

行
い
入
所
の
手
続
き
を
行
い
ま
し
た
。

　

避
難
者
が
生
活
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
、

人
と
の
間
隔
を
開
け
る
か
、段
ボ
ー
ル

の
壁
（
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
）を
設
置
し
、

感
染
症
対
策
を
行
い
ま
し
た
。

▶︎
避
難
所
を
慰
問
し
た
防
災
担
当
大
臣
と
県
知
事

◀︎
避
難
者
の
健
康
状
態
を
確
認
す
る
た
め
に
保
健

師
が
巡
回

▶︎
被
災
し
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
代
用
車
の
寄
附

◀︎
軽
ト
ラ
に
満
載
し
て
届
け
ら
れ
た
支
援
物
資

◀︎
全
国
か
ら
寄
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避 難 所・支 援 物資避 難 所・支 援 物資 ボランティアボランティア
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令和2 年7 月豪雨で被災された方々への生活再建支援について
支援を受けるためにはり災証明書または被災証明書が必要です。

【り災証明書とは？】
　自然災害による住家被害の程度を判定する書類です。支援や各種減免手続きなどに必要になるこ
とがあります。
　申込期限は設けておりません。ただし、調査を行う時点で修繕・解体後である場合は、被害状況の
確認ができません。被害状況が分かる写真をお持ちください。

◯り災証明書の発行
　被害を受けた住家の被害の程度を判定します。
　被害の状況が分かる写真をお持ちください。
　＊問い合わせ先
　　福祉課　社会福祉係（内線 151・157）

◯被災証明書の発行
　住家以外の被災した物に対して、被害があった証明書を
発行します。被災した写真をお持ちください。
　＊問い合わせ先
　　商工業施設　商工観光課　商工振興係（内線171）
　　農業施設等　農林水産課　（内線272・275）
　　それ以外（車や家電） 総務課　防災交通係（内線211）

被災者生活
再建支援金 応急修理

賃貸型
応急住宅 公費解体大規模

半　壊

半　壊

準半壊

全　壊

り災証明書の判定により受けられる支援

各種証明書の交付料免除
・被災された方の負担軽減を図るため、災害による各種申請手続に使用する諸証明書の交付手
数料を免除します。
対　象　者　り災証明、被災証明の交付を受けた方
免除の対象　豪雨被害による各種申請手続きに使用する場合
　住民生活課
　◯印鑑登録関係・住民票関係・戸籍関係・個人番号カードの再交付等
　税務課
　◯所得（課税）証明書・納税証明書・固定資産税証明書等

災害見舞金

▶︎
◀︎
道
路
が
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れ
た
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石
地
区
で
復
旧
活

動
に
あ
た
る
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を
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◀︎
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員
に
被
害
の
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況
を
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認

▶︎
被
災
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た
住
宅
の
公
費
解
体
の
受
付

◀︎
女
島
地
区
に
建
て
た
仮
設
住
宅

被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報
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活
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資
搬
入
の
支
援
を
行
い
ま
し
た
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8
月
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明
書
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た
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月
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（
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設
住
宅
）

へ
入
居
が
始
ま
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ま
し
た
。

消 防団・復 興に向けて消 防団・復 興に向けて
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被災者生活再建支援金（全壊・大規模半壊・半壊）
　令和２年７月豪雨により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に
対し、その生活の再建を支援するものです。

◯支援金の対象となる世帯及び支給額
　支援金の支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。
　　①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）　
　　②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
◯申請期限
　　①基礎支援金は令和3 年8 月3 日（火）まで
　　②加算支援金は令和5 年8 月3 日（木）まで
◯必要書類
　申請書、り災証明書（原本）、住民票、通帳のコピーなどが必要です。

区分
①基礎支援金
（被害程度）

②加算支援金
（住宅再建方法）

合計①＋②

複数世帯
（世帯の構成員が複数）

全壊世帯
解体世帯（※1）
長期避難世帯

100 万円

建設・購入 200 万円 300 万円

補修 100 万円 200 万円

賃借（※2） 50 万円 150 万円

大規模半壊世帯 50 万円

建設・購入 200 万円 250 万円

補修 100 万円 150 万円

賃借（※2） 50 万円 100 万円

単数世帯
（世帯の構成員が単数）

全壊世帯
解体世帯（※1）
長期避難世帯

75 万円

建設・購入 150 万円 225 万円

補修 75 万円 150 万円

賃借（※2） 37.5 万円 112.5 万円

大規模半壊世帯 37.5 万円

建設・購入 150 万円 187.5 万円

補修 75 万円 112.5 万円

賃借（※2） 37.5 万円 75 万円

（※1）住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じる
などして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかか
るため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けら
れます。

（※2）加算支援金（賃借）は公営住宅、賃貸型応急住宅、建設型応急住宅への入居は対象となりま
せん。
　＊問い合わせ先　　福祉課　社会福祉係　（内線 151・157）

賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）（全壊・大規模半壊・半壊）
　令和２年７月豪雨により住家が甚大な被害を受け、自らの資力では住宅を確保することがで
きない方に対し、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を熊本県が借上げて提供します。 
◯入居者の要件 
　（1）以下のいずれかの要件を満たす方 
　　①り災証明書で「全壊」の判定を受け、居住する住宅がない方
　　②二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、道路
　　等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの
　　住居に居住できない方
　　③「大規模半壊」または「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅
　　としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
　（2）自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方
　（3）災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
◯入居期間 
　　入居時から最長２年間 
　　災害救助法に基づく応急修理を併用した場合、災害発生日から6 ヶ月（令和３年１月３日まで）
　　※応急修理についても令和３年１月３日までに完了する必要があります。
　　応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただく必要があります。
◯費用負担
　　県の負担：家賃、共益費（管理費）、礼金（家賃の１ヶ月分を限度）、鍵交換費、仲介手数料（家
　賃の０．５５ヶ月分）、退去修繕負担金（家賃の２ヶ月分を限度）、火災保険等損害保険料
　　自己負担：光熱水費、駐車場費、自治会費等
◯借上げ住宅の条件（いずれにも該当）
　①貸主から同意を得ているもの
　②新耐震基準で建設（昭和５６年６月１日以降に着工）されたものまたは耐震診断、耐震改修
　等により住宅耐震性が確認されたもの
　③不動産事業者（仲介業者）が斡旋した住宅であること
　④家賃が、１ヶ月当たり次の額以下であるもの（特別の事情がある場合、ご相談ください）
　・２人以下の世帯　５万５千円以下　　・３～４人以下の世帯　６万円以下
　・５人以上の世帯　　　９万円以下
◯既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
　上記の入居者の要件、借上げ住宅の条件等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、入居日
に遡って適用されます。（但し、保険については遡及できませんのでご了承ください。）
◯申込期限
　令和２年１２月２８日（月）まで
◯必要書類
　申込書、誓約書、暴力団員の照会等に係る「同意書」、
　り災証明書、住民票、貸主への同意書などが必要です。
　＊問い合わせ先　　福祉課　社会福祉係（内線 151・157）

被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報
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住宅の応急修理（全壊、大規模半壊、半壊、準半壊）
　令和２年７月豪雨により住家が甚大な被害を受け、自らの資力では応急修理をすることがで
きない世帯に対し、日常生活に必要欠くことのできない部分について、申込者が選定した業者に
町が依頼し修理を行うものです。 
◯対象となる方
　以下の要件をすべて満たす方 （世帯）が対象となります。 
　①当該災害により住宅が、「大規模半壊」、「半壊」等の被害を受けたこと 
　　※全壊の場合でも、応急修理をすることにより居住が可能となる場合は対象となります。 
　②災害救助法に基づく応急住宅（建設型・賃貸型）を利用する場合は、入居期間が原則６ヶ
月以内となります。なお、建設型は応募状況によっては、入居できない場合があります。 
　③自ら修理する資力がないこと （「準半壊」、「半壊」の方） 
◯支援内容
　住宅の応急修理のため支援できる費用の上限は、１世帯あたり以下のとおり
　①全壊、大規模半壊、半壊　５９万５千円
　②準半壊　　３０万円
　　※上限を越えた分は自己負担となります
　　※同じ住家に２以上の世帯が同居している場合は、１世帯とみなします。 
◯対象となる修理
　屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレ等の衛生設備の
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所
◯申込期限
　令和２年12 月２８日（月）
◯必要書類 
　申込書、申出書、罹災証明書、業者からの見積書、写真などの書類が必要です。
　＊問い合わせ先　　福祉課　社会福祉係（内線 151・157）

災害援護資金貸付
　令和２年７月豪雨により住家や家財に損害を受けた場合に、被害の種類や程度に応じて災害
援護資金の貸し付けを行います。 
◯対象となる方
　世帯主が負傷または住家、家財に被害を受けた方 
◯所得制限
　世帯人員／市町村民税における前年の総所得金額 
　・１人／220 万円　　・２人／430 万円　　・３人／620 万円　　・４人／730 万円 
　・５人以上／１人増すごとに、730 万円に30 万円を加えた額 
　　ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270 万円となります。 
◯内容
　被災の状況などに応じて、下記のとおり内容が異なります。

貸付区分 貸付限度額

（１）世帯主が負傷した場合
（療養に１ヶ月以上かかること）

（ア）家財、住居とも損害がない場合 150 万円
（イ）家財の損害が１／３以上かつ、住居の損害が
ない場合

250 万円

（ウ）住居が半壊した場合（※）
270 万円

※（350 万円）
（エ）住居が全壊した場合 350 万円

（２）世帯主が負傷しなかった場合
（療養に約１ヶ月かからない場合も

含む）

（ア）家財の損害が１／３以上かつ、住居の損害が
ない場合

150 万円

（イ）住居が半壊した場合（※）
170 万円

※（250 万円）
（ウ）住居が全壊した場合
（（エ）の場合除く）（※）

250 万円
※（350 万円）

（エ）住居の全体が滅失など 350 万円

※被災住居を立て直す際に、残存部分を取り崩さざるを得ないなど特別の事情がある場合は、
引き上げられます。 （　）内の額。
◯貸付条件 
　利　　率：年１．５％ （据置期間中は無利子） 
　償還期間：１０年 （据置期間含む） 　据置期間：３年 （特別の場合５年）
　※連帯保証人が必要です。
◯申込方法
貸付を希望される方は、対象者要件等を確認するため、お手数ですがお問い合わせいただくか、窓口
まで来庁いただきますようお願いします。
融資・貸付について検討している方は、本冊子でご案内している「住宅金融支援機構」の「災害復興
住宅融資」もご検討ください。
また、融資関係を申し込む際は、償還の計画も立てていただく必要があります。
　＊問い合わせ先　　福祉課　社会福祉係　（内線 151・157）

被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報

災害弔慰金・災害障害見舞金
　令和２年７月豪雨により死亡・負傷し、または疾病にかかり、著しい障害があるときに災害弔
慰金・障害見舞金を支給します。
◯対象となる方
　弔　慰　金：死亡した方のご遺族
　障害見舞金：重度の障がい（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を受けた方
◯支給額
　弔　慰　金：　①生計維持者の方　５００万円
　　　　　　　　②その他の方　　　２５０万円
　障害見舞金：　①生計維持者の方　２５０万円 
　　　　　　　　②その他の方　　　１２５万円 
◯支給方法
　口座振込による支給（予定）
　対象と思われる方は、お手数ですが、お問い合わせいただければ町職員が調査を行います。
　＊問い合わせ先　　福祉課　社会福祉係　（内線 151・157）
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　個人の所有する生活関連施設（建設課所管　進入路・家屋の石積等）や農地等（農林水産
課所管）に災害があった場合に、個人が行う災害復旧工事について、事業費（税抜き額）の 7
割を町が補助する制度です。
　事業費が 10 万円以上の場合対象となります。
　補助金の最高限度額は 42 万円までです。（事業費 60 万円× 70％）

　被害を受けた施設や農地等が補助対象であるか現地調査を行います。
　※着工前に担当までご連絡ください。
　※工事を発注するまで、シートによる被災部の保護等、二次災害防止を行ってください。
　＊問い合わせ先
　　建設課　計画係　　　（内線 231・236）
　　農林水産課　振興係　（内線 260・261）

被災した家屋の解体・撤去（全壊、大規模半壊、半壊）

◯申請書類
公費解体
　①申請書
　②り災証明書又は被災証明書等
　　（「半壊」以上の判定が記載されたもの）
　③本人確認ができる免許証・保険証等
　④建物配置図
　⑤建物の登記事項証明書（全部）
　⑥被災家屋等の現況写真（全景が写った写真
　　や被災状況が確認できる書類）
　⑦申請者の印鑑登録証明書
　⑧その他、状況に応じた必要書類

自費解体
　①公費解体制度の①～⑤と同じ
　②解体工事前・解体工事中
　　・解体工事後の状況写真
　③解体工事の契約書、見積書、請求書、領収書
　④解体工事にかかるマニュフェスト伝票（E 票）
　⑤その他、状況に応じた必要書類

　＊問い合わせ先
　　住民生活課　環境対策係（内線 145・147）

浄化槽等に流入した土砂等の撤去
　豪雨災害により浄化槽や汲み取り便槽内に土砂が流入し、撤去が必要な場合は、芦北町が土
砂の撤去を行います。水が流れないなどの異常がございましたら、保守点検を契約されている
いずれかの業者、または上下水道課へご連絡ください。
　＊連絡先
　　上下水道課　下水道係（内線 161・162）
　　吉永商会　芦北支店　☎︎ 86-1680
　　城南クリーン　　　　☎︎ 87-0036
　　五代産業　　　　　　☎︎ 78-5033

　令和 2 年 7 月豪雨災害の被害を受けた、損壊家屋等の公費解体申請を受け付けています。
◯申請期限
　公費解体　令和 2 年 12 月 28 日（月）
　自費解体　令和 2 年 10 月 30 日（金）
◯公費解体
　　家屋等の所有者に代わって、町が災害廃棄物として解体、撤去を行うものです。
※原則家屋内に残っている家財、貴重品等は解体工事着工までに回収又は処分をお願いします。
ただし、倒壊等の危険がある場合は、この限りではありません。
◯自費解体
　　すでに所有者自身で解体・撤去を完了した人、またはこれから業者に依頼する人で、り災
証明書等の判定に基づき生活環境の保全上の支障を除去するため必要があったと町が判断した
場合に解体工事の費用を補助する制度です。
　町の基準により算定した金額と、申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方を支払
います。そのため、解体費用の全額が対象とならない場合がありますのでご了承ください。
　申請期限までに解体が完了し、申請書類の提出が必要です。

被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報
芦北町小災害復旧事業補助金

〈例１〉　事業費（税抜き額）が 50 万円の場合
　　　　町補助金額 35 万円　個人負担額 15 万円

〈例２〉　事業費（税抜き額）が 100 万円の場合
　　　　町補助金額 42 万円　個人負担額 58 万円

令和 2 年 7 月豪雨災害・新型コロナウイルス感染症等
　に対する商工事業者向けの補助金について

　7 月豪雨災害で建物や施設に被害を受けた事業所や、新型コロナウイルス感染症で売り上げ
が減少した事業所の経営再建等について相談を受け付けています。
　事業者に合った補助などをご紹介します。相談は無料です。
　＊問い合わせ相談先
　　商工観光課　商工振興係　（内線 171）
　　芦北町商工会　☎︎（82）2548

7 月豪雨による宅地内の土砂の撤去について
　豪雨災害により宅地（事業所含む）内に堆積した土砂は、申請により芦北町が撤去します。
◯申請書類
　①申請書　　②申請者身分証明書　③敷地配置図
　④状況写真　⑤誓約書　⑥委任状（申請者と所有者が異なる場合）
※家屋の消毒等は行いません。
※宅地（事業所含む）内に堆積した土砂等に限ります。農地等に堆積した物は対象外です。
※ 9 月は土・日も受付を行います。　受付場所：役場庁舎１階ロビー
＊問い合わせ先
　　建設課　計画係　（内線 231・236）
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7 月豪雨災害廃棄物の受け入れ
　災害廃棄物の受け入れを仮置場で行なっておりましたが、9 月 30 日（水）で終了となります。
　今後の受け入れは、芦北町清掃センターで行います。
　災害廃棄物を持ち込む際は、り災証明書又は被災証明書をお持ちください。
　※災害廃棄物と確認できない場合は通常の料金をお支払いただく場合があります。
　＊問い合わせ先
　　芦北町清掃センター　☎︎（86）0277
　　住民生活課　環境衛生係　（内線 145・147）

１　後期高齢者医療の一部負担金の免除について
　令和2 年7月豪雨災害により被災された方で、下の「免除の要件」に該当する方は、令和2 年10 月末日まで後
期高齢者医療の一部負担金（医療機関等で支払う自己負担分）は免除となります。医療機関等の窓口での口頭
による申告により一部負担金の支払いは不要となりますが、申請により免除証明書の交付を行っております。
◯免除の要件
  後期高齢者医療の被保険者で、(1) ～(5) のいずれかに該当する方
 （1）住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
 （2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
 （3）主たる生計維持者の行方が不明である方
 （4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
 （5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
　 ※床下浸水の方は対象外となります。
◯免除申請に必要な書類等
　①被災したことを証明する書類（り災証明書等）　②被保険者証　③認印（朱肉を使用するもの）
　④（２）から（５）の場合、その事実が確認できる公的な書類（証明書など）

２　後期高齢者医療の還付について
　今回の災害により被災された方で、令和2 年7 月4 日から令和2 年10 月末日までに医療機関等の窓口にて
一部負担金を支払われた場合は、申請を行うことにより、支払った一部負担金の還付を受けることができます。
◯還付の要件
　１の免除の要件と同じ
◯還付申請に必要書類等
　①医療機関等で一部負担金を支払った領収書　②被災したことを証明する書類（り災証明書等）
　③被保険者証　④ご本人名義の金融機関口座情報がわかるもの
　⑤認印（朱肉を使用するもの）
　＊問い合わせ先
　　住民生活課　医療年金係　（内線 141・146）

令和２年７月豪雨により被災された方に対する後期高齢者医療の
一部負担金の免除及び還付について

令和2 年7 月豪雨災害に伴う町税等の減免について
　　令和 2 年 7 月豪雨災害により被災され、り災証明書の判定が全壊、大規模半壊及び半壊の場合には、
町が町民税及び国民健康保険税の減免を行います。なお、固定資産税（家屋・土地・償却資産）につい
ては、別途お知らせします。
　＊問い合わせ先
　　税務課　住民税係　  （内線 121・122・123）
　　　　　　固定資産税係（内線 124・125）

被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報被 災者支援 情 報
農業用施設・機械・ハウスの
　　　　　　　　　修繕・再取得等に関する補助金について

　令和２年７月豪雨により被害を受けた農産物の生産・加工に必要な施設・機械の復旧・再取得を支援
する「強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（被災農業者支援型）」の要望受付を次のとおり行い
ます。事業活用を希望される方は必要書類を準備のうえ申請ください。
〇対象者　
　令和２年７月豪雨により被害を受けた農業経営者（販売農家）で、農業用施設・機械の復旧を行い、営
農を再開する農業者
〇助成内容
　（１）農業用ハウス・畜舎等の修繕・再建に係る費用
　（２）農業用機械の修繕・再取得に係る費用
　（３）複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得に係る費用
　（４）被災した農業用ハウス、畜舎等の修繕・再建を契機とする補強に係る費用
〇補助率
　（1）農業用ハウス※1、農業用機械、畜舎等の修繕・再建・再取得・補強※2
　　　9 割補助　国：１/２以内、県：２/１０以内、町：２/１０以内
　（2）農業用ハウス※1、畜舎等及び流入した土砂の撤去等
　　　8 割補助　国：３/１０以内、県：２.５/１０以内、町：２.５/１０以内
　※１　園芸施設共済加入者は共済金の国費相当額と合わせて１/２相当、未加入者は最大３/１０
　※２　補強の国費は３/１０以内
〇必要書類
　（１）事業費が確認できる書類（見積書、納品書、請求書、領収書、カタログなど）
　（２）被害状況が確認できる写真
　（３）その他関係書類
〇受付期間
　令和２年１０月１６日（金）まで　※土日も受付けます
　時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで
〇受付場所
　芦北町役場　農林水産課　１階会議室
　＊問い合わせ先
　　農林水産課　農政係　（内線 271・275）



2020．9 222020．9広報あしきた　23 広報あしきた

7月豪雨災害復旧事業及び新型コロナウイルス感染症等に対し
9月議会補正予算37億 7,834万 2千円を可決

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に つ い て新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に つ い て
　連日メディアで報道されている新型コロ
ナウイルスについて、水俣保健所管内でも
感染が確認されました。
　当消防本部の救急隊員は、感染防止対策
として、写真のような装備で出動する場合
があります。この感染防止対策は、救急隊
員の感染防止はもとより、救急隊員が感染
源となり感染が拡大する事を防止し、救急
出動体制と消防力の低下を防ぐ事を目的と
しています。
　なお、写真のような装備での救急活動が、
新型コロナウイルス感染者の対応とは限り
ません。皆様のご理解をよろしくお願いし
ます。

秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動

火事と救急は 119 番
芦北消防署　☎（82）4731

事件・事故は 110 番
芦北警察署　☎（82）3110

警
察

【救急隊員の装備】
・帽子 or ヘルメット　　・ゴーグル
・N ９５マスク　　　　・感染防止衣（青 or 白）
・医療用手袋　　　　　・シューズカバー（青 or 白）

消
防

●子どもを始めとする歩行者の安全と
自転車の安全利用の確保
歩行者優先のルールを徹底しましょう
自転車安全利用五則を守ろう！
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道よりを通行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用

●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲
酒運転等の危険運転の防止
秋の夕暮れの運転には注意を
お酒を飲んだら運転しない、妨害運転をしない

●高齢運転者等の安全運転の励行

９月２１日（月）〜３０日（水）までの１０日間
９月３０日（水）は「交通事故死ゼロを目指す日」

高齢運転者による事故が多く発生
しています。シートベルトは、ど
こに座っていても必ず着用してく
ださい

安 安 心全
だより

安
７月　4日
７月11日 豪雨災害専決補正予算について

主な予算は下記のとおりになります。
　9 月議会補正予算　総額37 億7,834 万２千円
　災害対応分
　　予算内容（被災者支援、災害見舞金、消防団活動費、道路災害復旧、農地災害復旧、
　　　　　　　　　　　　　　 農林業施設災害復旧、学校災害復旧、町有各施設災害復旧など）　
　　一般会計　34 億6,427 万1千円　・町有温泉事業特別会計　　446 万5 千円
　コロナウイルス感染対策分
　　予算内容（小中学校タブレット導入、インフルエンザ予防接種無料化、水道使用料減免、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工業支援など）
　　一般会計　 2 億4,311 万円　　　・町有温泉事業特別会計　2,018 万２千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道事業会計0 円（水道使用料減免△2,157 万5 千円）
　通常事業分
　　一般会計　　　2,701 万９千円　　介護保険事業特別会計　1,929 万5 千円

令和２年７月豪雨に伴う町職員人事異動

※（　）内は前職
【課長級】
島添大輔

【参事級】
総務課
松田勇士
本山真衣

総務課復旧・復興推進室長（県庁派遣）

復旧・復興推進室（総務課監理管財係）
復旧・復興推進室（県庁派遣）

【主事級】
総務課
橋本仁志 復旧・復興推進室（商工観光課観光振興係）

　被災から復興への取り組みを効果的かつ迅速に推進するため、復旧・復興推進室が総務課内に新設
されました。

　豪雨災害対応のため、２回の補正予算専決処分を行いました。
　7 月4 日専決補正　総額8 億512 万４千円
　予算の内容（避難所運営、災害廃棄物処理、道路応急開設、土砂撤去など）
　一般会計　6 億4,089 万３千円　・農業集落排水事業特別会計　1億1,076 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　町有温泉事業特別会計　　　　　　250 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 水道事業会計　　　　　　　 　 5,097 万１千円

　7 月11日専決補正　総額36 億5,572 万6 千円
　予算の内容（被災住宅応急修理、公費解体、宅地内土砂撤去、道路災害復旧、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林漁業災害復旧、小中学校復旧など）
　一般会計　36 億4,441 万5 千円・国民健康保険事業特別会計 144 万5 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　生活排水処理事業特別会計 104 万3 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　町有温泉事業特別会計　　 882 万3 千円
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料
・
一
般
拠
出

金
の
申
請
手
続
き
や
、
納
付
に
つ
い
て
の
期
限
が
延
長
さ

れ
ま
す
。（
指
定
地
域
に
所
在
す
る
労
働
保
険
事
務
組
合

に
労
働
保
険
事
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
も
含
む
。）

　
※
延
長
後
の
期
限
に
つ
い
て
は
、
被
災
後
の
状
況
等
を

　
　
踏
ま
え
て
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
※
申
告
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
方
は
通
常
通
り
手
続
き

　
　
を
お
願
い
し
ま
す
。

◯
指
定
地
域

　
　
芦
北
町
・
人
吉
市
・
球
磨
村
・
山
江
村
・
相
良
村
・

　
　
錦
町
・
あ
さ
ぎ
り
町
・
多
良
木
町
・
湯
前
町
・
水
上
村
・

　
　
五
木
村
・
八
代
市
坂
本
町

　
さ
ら
に
、
令
和
2
年
7
月
豪
雨
に
よ
り
被
害
を
受
け
、

次
の
要
件
を
満
た
す
事
業
場
の
事
業
主
に
つ
き
ま
し
て

は
、
申
請
に
よ
り
、
労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
納
付

が
原
則
と
し
て
一
年
以
内
の
期
間
猶
予
さ
れ
ま
す
。

◯
対
象
地
域　
す
べ
て
の
地
域
で
申
請
可
能

◯
要　
　
件　
事
業
財
産
の
相
当
の
損
失
（
概
ね
20
％
以

　
　
　
　
　
　
上
）
を
受
け
た
こ
と

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
熊
本
労
働
局
総
務
部　
労
働
保
険
徴
収
室

　
　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
（
２
１
１
）
１
７
０
１

労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の

申
告
手
続
や
納
付
の
期
限
延
長
等
に
つ
い
て

　
熊
本
県
労
働
委
員
会
は
、
雇
用
や
労
働
条
件
の
変
更
な

ど
、
労
働
者
と
事
業
主
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
お
い
て
、
自
主

的
な
解
決
が
難
し
い
場
合
に
、
3
名
の
委
員
が
話
し
合
い

に
よ
る
解
決
を
お
手
伝
い
す
る
「
あ
っ
せ
ん
」
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

　
労
働
者
の
方
は
、
正
社
員
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
ま
た
、
事
業
主
の
方
も
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

　
ま
ず
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
７
５
３

労
使
紛
争
の
解
決
に

　
　
　
「
あ
っ
せ
ん
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

お 知 ら せお 知 ら せ

　
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
、
又
は

発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
た
場
合
、
申
請
に

よ
り
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

　
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
、
又
は
発
熱
等
の

症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
療
養
の
た

め
に
会
社
等
を
休
み
、
事
業
者
か
ら
給
与
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

支
給
対
象
と
な
る
日
数

　
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
3
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間
の
う
ち
、
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

支
給
額　

　
直
近
の
継
続
し
た
3
か
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
を

就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
の
3
分
の
2
か
け
る
支
給
対
象

と
な
る
日
数

適
用
期
間

　
令
和
2
年
1
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で

　
（
た
だ
し
、
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
、
最
長
1
年

6
か
月
ま
で
）

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
　
　
　
住
民
生
活
課　
医
療
年
金
係　
内
線
１
４
６

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

　
　
　
　
　
　
傷
病
手
当
金
制
度
に
つ
い
て

　
高
齢
者
（
概
ね
60
歳
以
上
）
の
人
々
が
働
け
る
、
職
場

開
拓
と
職
業
相
談
・
紹
介
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
生
き

が
い
を
高
め
る
、
社
会
貢
献
に
役
立
て
た
い
な
ど
、
長
年

培
っ
た
あ
な
た
の
豊
富
な
知
識
と
経
験
を
活
か
し
て
み
ま

せ
ん
か
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◯
相
談
受
付
日
時

　
　
毎
週　
月
・
水
・
金
曜
日　
10
：
00
〜
16
：
00

◯
相
談
場
所

　
　
芦
北
地
域
振
興
局　
福
祉
課
内

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
熊
本
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　
　
　
芦
北
相
談
所
☎︎
（
８
２
）
５
３
１
０

高
齢
者
の
た
め
の
無
料
職
業
紹
介

　
み
な
さ
ん
の
心
配
事
や
不
安
に
寄
り
添
い「
働
き
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
無
料
に
て
実
施
し

て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◯
日　
時　
10
月
6
日（
火
）20
日（
火
）11
月
10
日（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
13
：
30
〜
16
：
30

◯
場　
所　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
水
俣

◯
対　
象　
15
〜
49
歳
の
求
職
中
の
人
、
そ
の
家
族

◯
相
談
料　
無
料

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
つ
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
５
（
３
７
）
８
７
３
９

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
つ
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
張
相
談
会

　
避
難
生
活
や
生
活
再
建
へ
の
不
安
に
加
え
、、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
リ
ス
ク
な
ど
の
様
々
な
ス
ト

レ
ス
を
抱
え
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
の
発
生
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

　
『
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
相
談
を
』

熊
本
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
（
Ｄ
Ｖ
相
談
専
用
電
話
）

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
（
３
８
１
）
７
１
１
０

　
　
　
　
　
　
　
8
：
30
〜
22
：
00
（
土
日
祝
9
：
00
〜

熊
本
県
警
察
本
部
（
警
察
安
全
相
談
室
）

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
（
３
８
３
）
９
１
１
０

Ｄ
Ｖ
相
談+

（
内
閣
府
）

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
１
２
０
（
２
７
９
）
８
８
９

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
（
３
５
５
）
１
１
８
７

災
害
時
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
Ｄ
Ｖ
な
ど
が

　
　
　
発
生
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す

　
今
回
の
豪
雨
に
よ
り
、
県
内
の
一
部
の
地
域
に
住
所
や

本
店
を
有
す
る
方
の
県
税
の
申
告
や
納
付
な
ど
の
期
限
を

延
長
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
自
動
車
や
事
業
用
資
産
な
ど
に
一
定
以
上
の
被

害
を
受
け
た
方
は
県
税
の
減
免
を
、
被
災
に
よ
り
県
税
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
納
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
県
南
広
域
本
部

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
０
９
６
５
（
３
３
）
３
１
８
０

令
和
2
年
7
月
豪
雨
に
よ
る
県
税
の

　
　
申
告
期
限
な
ど
の
延
長
及
び
減
免
な
ど
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あ
 し

 た の た め
 に健康

ROOMき

   た   え   よ    
う

健康ルーム　Vol.27
健康ルーム健康ルーム

健康増進課
Facebookで
情報発信中

予防接種で健康管理を！
「かからない」、「うつさない」ために
　一人ひとりが対策を行いましょう。

◯
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
予
防
接
種
を
す
る
こ
と
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症

を
60
〜
70
％
予
防
し
、
万
が
一
発
症
し
た
と
し
て
も
、

重
症
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大

し
て
い
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
初
期
症
状
は
似
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
予
防
が
医
療
機
関
の
混
乱
を

避
け
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

　
毎
年
10
月
か
ら
12
月
ま
で
、
一
部
町
民
の
接
種
費
用

を
助
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
を
考
慮
し
、
助
成
対
象
を
拡
大
し

て
全
町
民
を
対
象
と
し
ま
す
。
左
ペ
ー
ジ
の
表
を
確
認

し
、
発
症
・
重
症
化
し
な
い
た
め
に
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

◯
子
ど
も
の
予
防
接
種

　
子
ど
も
の
予
防
接
種
は
、
生
後
２
か
月
目
か
ら
開
始

し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
や
災

害
の
影
響
で
お
子
さ
ん
の
予
防
接
種
を
見
合
わ
せ
て
い

ま
せ
ん
か
？
予
防
接
種
は
標
準
的
な
時
期
に
接
種
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
接
種
で
き
る
期
間
に
早
め
に
接
種

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
お
子
さ
ん
の
母
子
健
康
手
帳
で
、
接
種

を
忘
れ
て
い
る
も
の
が
な
い
か
確
認
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
2
年
10
月
1
日
か
ら
こ
れ
ま
で
任
意
接
種
だ
っ

た
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
が
定
期
接
種
化
（
無
料
）

さ
れ
ま
す
。
対
象
は
令
和
2
年
8
月
1
日
生
ま
れ
以
降

の
乳
児
で
す
。

　
該
当
年
齢
の
男
性
は
、無
料
で
風
し
ん
の
抗
体
検
査・

予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
費
用
の
一
部

助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
助
成
で
き
る
期
間
は
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
対
象
者

は
助
成
内
容
を
確
認
し
、
ぜ
ひ
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◯
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
が
無
料
に
！

◯
そ
の
他
に
も
・
・
・

助
成
の
あ
る
予
防
接
種
の
機
会
を
逃
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
！

　
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
例
年
12
月
か
ら
3

月
に
か
け
て
流
行
し
ま
す
。
い
っ
た
ん
流
行
し
始
め

る
と
短
期
間
で
ま
ん
延
し
、
年
齢
や
性
別
に
か
か
わ

ら
ず
多
く
の
人
が
感
染
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
主
な
症
状

　
・
急
な
高
熱　
・
頭
痛　
・
関
節
痛

　
・
吐
き
気　
・
筋
肉
痛　
・
下
痢

　
・
倦
怠
感

インフルエンザの予防接種が無料です！
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症などの影響を考慮し、全町民を対象に接種
費用 4,600 円を上限に助成します。
　町の契約医療機関①で接種する場合は、事前手続き不要、接種費用は無料です。
　ご自身の感染予防や医療機関の混乱を避けるため、ぜひ接種してください。
　接種を希望される重症化リスクの高い方は、接種機会を逃さないよう早めの接種を心
がけてください。

助成対象者
（町内に住所がある人）

定期接種 任意接種

65 歳以上
生後６か月

〜
18 歳

 19 歳〜 59 歳
追加対象

60 歳〜 64 歳

①芦北町・水俣市・津奈木町
　の契約医療機関での接種

個人負担金 無　料

予診票 各契約医療機関にあります。

②広域化接種（定期接種対象者）

　①以外の契約医療機関での
　接種

個人負担金 無　料

予診票 事前手続き後
に交付（※）

③助成事業（接種前後手続き必要）

　①・②以外

個人負担金 助成上限額である 4,600 円を超える分

予診票 事前手続き後に交付（健康増進課でのみ）（※）

接種目安時期 10 月 1 日（木）〜
10 月 26 日（月）〜

　※医療従事者、基礎疾患を有する者、妊婦、小学 2 年
　生までは、早めの接種を心がけてください。

（手続場所）　健康増進課、田浦支所、各出張所（③助成事業の手続きは、健康増進課で実施）
（町内契約医療機関）
　　　　　　芦北クリニック、芦北整形外科医院、井上医院、井上病院、篠原医院
　　　　　　竹本医院、松本医院、溝部病院、宮島医院、百崎内科医院
　　　　　　◇町外の医療機関については、お問い合わせください。

◎助成対象年齢次第では、対応していない医療機関もあります。予約時にご確認ください。

（※）に該当する人は、接種前に手続きが必要です。　持参品：印鑑（開庁日のみ手続き可能）

接種期間　10 月 1 日（木）〜 12 月 31 日（木）
　　　　　　　　 医療機関の診療日に限ります。予約が必要です。
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国
勢
調
査
は
統
計
法
に
基
づ

き
、
日
本
に
住
む
全
て
の
人
と
世

帯
を
対
象
と
す
る
国
の
最
も
重
要

な
統
計
調
査
で
す
。
こ
の
調
査
で

日
本
の
人
口
や
世
帯
、
産
業
構
造

な
ど
の
実
態
を
把
握
し
ま
す
。

　

大
正
９
年
か
ら
５
年
に
一
度
、

こ
の
調
査
は
全
国
で
一
斉
に
行
わ

れ
、
今
年
で
21
回
目
１
０
０
年
目

の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　

10
月
1
日
現
在
で
日
本
に
住
ん

で
い
る
す
べ
て
の
人
、
外
国
人
や

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
も

対
象
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
高
齢
者
の
介
護

や
医
療
、
雇
用
、
児
童
の
福
祉
、

地
域
の
活
性
化
な
ど
芦
北
町
の
ま

ち
づ
く
り
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
す
。
日
本
、
そ
し
て
芦
北
町

の
未
来
の
た
め
に
も
、
正
確
な
統

計
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
法
律
で
回
答
の
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
必
ず

ご
回
答
く
だ
さ
い
。

　

９
月
中
旬
か
ら
、
調
査
員
証
と

腕
章
を
身
に
つ
け
た
調
査
員
が
世

帯
を
訪
問
し
、
調
査
書
類
を
配
布

し
ま
す
。

　

調
査
票
の
用
紙
か
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
回
答
に
な
り
ま
す
。

　

調
査
内
容
は
全
16
問
で
す
。

■
世
帯
員
の
数
、■
住
居
の
種
類
、

■
氏
名
・
性
別
、
■
世
帯
主
と
の

続
柄
、
■
出
生
年
月
日
、
■
配
偶

者
の
有
無
、
■
国
籍
、
■
現
在
の

場
所
に
住
ん
で
い
る
期
間
、
■
５

年
前
の
居
住
地
、
■
教
育
、
■
仕

事
の
有
無
、

■
従
業
地
・
通
学
地
、
■
利
用
交

通
機
関
、
■
勤
め
か
自
営
か
、
■

勤
め
先
の
名
称
及
び
事
業
内
容
、

■
本
人
の
仕
事
内
容

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
勢
調
査

の
回
答
を

お
願
い
し
ま
す

◆
国
勢
調
査
っ
て

　
　
　
何
を
調
査
す
る
の
？

◆
い
つ
か
ら

　
　
　
　
調
査
を
す
る
の
？

◆
ど
ん
な
内
容
？

自宅に届いた調査書類と、パソコンまたはスマートフォ
ン、タブレットを準備します。

　調査書類の中の『インターネット回答利用ガイド』に
書かれている「ログイン ID」と「アクセスキー」でロ
グインします。

　画面の案内にそって、国勢調査に回答します。最後に
パスワードを設定し、送信します。
※ IDとアクセスキーの処理方法
　IDやアクセスキーが書かれた紙は破るなど、分から
ないようにして捨ててください。

　調査員は必ず「国勢調査員証」と「国勢調査従事者用腕章」を身につけています。
　金銭を要求したり、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などを聞いたりする
事はありません。不審な電話や訪問がありましたら、すぐに企画財政課企画統計係
（☎８２−２５１１内線２５２）へお知らせください。

調査員のなりすましにご注意ください！

　調査員が皆さんの自宅
を訪問し、調査書類（イ
ンターネット回答利用ガ
イド・調査票など）を配
布します。

　調査期間中２４時間いつでもパソコンやスマート
フォン・タブレットから回答できます。インターネッ
トで回答をした場合、紙の調査票の提出は不要です。
安全な通信を行うために暗号化通信を行っており、他
人に内容を見られることがありません。

国勢調査の流れ

①配布（9月 14日〜 27日）

　10 月 1 日現在の世帯
の状況を回答してくださ
い。今回の調査は、極力
インターネットでの回答
をお願いします。紙の調
査票でも回答できます。
※インターネット回答の
人はここで調査終了です

②回答
インターネット：9月１４日（月）〜 10月 7日（水）
調査票での回答：10月 1日（木）〜 10月 14日（水）

ネット回答が便利！簡単！
早い！

ログイン ID（８ケタ）

アクセスキー（４ケタ）

　紙の調査票は、調査員が直接回収に伺います。
※回答した情報は、厳重に保護されます。
※郵送提出の場合は、10 月 1 日〜 10 月 7 日まで
　に投函をお願いします。

③提出（10月 1日〜 14日）

S A M P L E

S A M P L E

１：「国勢調査オンライン」にアクセス

【スマートフォン】

QRコードから
【パソコン】

e-kokusei.go.jp にアクセス

２：ログインする

３：回答する

○○○○

○○○○　ー　○○○○

回答時間は約１０分ほど
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

授業

家庭
学習

読書
等

ＴＶ等
の目安

ＳＮＳ
関係

食育

体
づくり

病気
予防

あい
さつ

話の
聞き
方

睡眠
の

目安

豊かな心の育成を
目指した連携

「自分や友達を大切にする」
子ども

特別支援教育に
関する連携

「自分の良さを生かす」
子ども

豊か
な心
(人権)

前期・基礎期

芦
北
町
教
育
連
携
連
絡
協
議
会

特別
支援

支援が必要な子どもたちが、明るく
生き生きと学習活動に取り組む。

支援が必要な子どもたちが、
自分の良さを知り、

明るく生き生きと学習活動に取り組む。

相手の呼びかけにはっきり答えたり、自分から誰とでも気軽にあいさつできたりする力を身につける。
（各段階の目指す姿は芦北町幼保小中連携カリキュラムに記載）

「話を聞く」態度を身につける。（各段階の目指す姿は芦北町幼保小中連携カリキュラムに記載）

保護者の声かけのもと、決まった時刻に寝て、
決まった時刻に起きることができる。

（就寝時刻：低学年…午後９時まで、中学年…午後９時半まで）

保護者の声かけがなくても、決まった時刻に寝て、
決まった時刻に起きることが徐々にできるようになるなど、
少しずつ自分の力で規則正しい生活ができるようになる。

（就寝時刻：中学年…午後９時半まで、高学年…午後１０時まで）

自力起床をはじめとし、自分の力で規則正しい生活ができる。
（就寝時刻：中学校…午後１１時まで）

連携カリキュラムの実践

「あいさつ・話の聞き方
・睡眠」に関する連携

【知識的側面】
・お互いを認め合うことの大切さが分かる。
【価値的・態度的側面】
・まわりの友達を大切にしようとする。
【技能的側面】
・誰とでも仲良くすることができる。

【知識的側面】
・お互いを認め合い、支え合うことの大切さが
分かる。
【価値的・態度的側面】
・自分や友達の良さに気づき、友達を大切にし
ようとする。
【技能的側面】
・互いの違いを認め、誰とでも関わることができ
る。

【知識的側面】
・お互いを認め合い、諸活動で協力し助け合う
ことの大切さが分かる。
【価値的・態度的側面】
・自分や他の人をかけがえのない存在ととら
え、大切にしようとする。
　　　　　　　　　　　　　【技能的側面】
　　　　　　　　　　　　　・互いの違いを認め、誰と
　　　　　　　　　　　　　　でも分け隔てなく関わる
　　　　　　　　　　　　　　ことができる。

【知識的側面】
・さまざまな人権問題の根底に共通する差別の構造について理解する
とともに、人権を尊重して活動することの大切さを理解している。
【価値的・態度的側面】
・自分や他の人をかけがえのない存在としてとらえ、
人権を守るために協働して活動しようとする。
【技能的側面】
・話し合い、協力し合う中で、それぞれの意見の
良さを生かした解決方法を考えることができる。

  夜１０時以降はＴＶ、ゲーム、スマホ等視聴しない。
                        （６０分以内）

正しい電話の仕方を知る。インターネットに関し
て、保護者の許可を得て利用する。

インターネットに関して、保護者の管理のもと
正しくけじめのある利用の仕方ができる。

自分だけでなく、相手のことやまわりのこと、全体のことを
       考え、病気予防のための適切な行動ができる。

安全に気をつけ、運動遊びを楽しむ。 　　安全面に気を配り、運動遊びに進んで取り組む。
安全面に十分配慮を行い、体づくりを意識して、

進んで運動に取り組む。

 食事の大切さを理解し、好き嫌いをせず、３食しっかり
 食べる。休みの日などには、食事の準備や後片付け
 のお手伝いができたり、自分で食事を作ったりできる。

うがい、手洗い、歯みがきの大切さを意識し、
実行するとともに、状況によってはマスクを

着用するなど、病気を予防しようとしている。

　うがい、手洗い、歯みがきの大切さを
　　　　意識し、習慣化している。

支援が必要な子どもたちが、自分の良さを生かし、
将来の目標をもって、明るく生き生きと学習に取り組む。

支援が必要な子どもたちが、
自分の良さを生かし、

明るく生き生きと学習活動に取り組む。

後期・発展期発達段階

学力の向上を目指した連携

「楽しく進んで学ぶ」子ども

インターネットやＳＮＳ等に関して、その危険性を知り、
保護者の管理のもと「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」

をしっかり意識して、正しくけじめのある利用の仕方ができる。

相手の話をしっかり聞き、自分の考えも
伝えながら、学習に取り組む。

身近な本などに触れる
機会をたくさんもつ。

進んで読書に取り組む。
新聞等の記事にも触れる。

　　質の高い読書を行い、自分の愛読書をもつ。
　　新聞等の記事を読み、自分の考えをもつ。

読書に親しみ、「読書が好き」と答える。
新聞等の記事を読む。

与えられた課題（音読・漢字・計算・日記等）に取り組む。
与えられた課題（音読・漢字・計算・日記等）に取り組む

とともに、＋αの学習ができる。
与えられた課題（ワーク等）に取り組むとともに、

今の自分に必要な学習ができる。

授業者や学習リーダーの指示を
しっかり聞き、お互いに協力しながら、

見通しをもって学習に取り組む。

インターネットやＳＮＳ等に関して、
その危険性を知り、保護者の管理のもと
正しくけじめのある利用の仕方ができる。

授業者や学習リーダーの指示をしっかり聞き、
お互いに協力しながら、

自分の考えをもって学習に取り組む。

やっていいこと、やってはいけないことを正しく判断し行動
するとともに、集団を良い方向へ導けるよう努力する。

中学校

　　　　　　　　　　　　　　夜９時以降はＴＶ、ゲー
　　　　　　　　　　　　　　ム、スマホ等視聴しな
　　　　　　　　　　　　　　い。（６０分以内）

小学校

低学年

中期・定着期

授業者や友達の話をしっかり聞いて、
学習に取り組む。

中学年 高学年

芦芦北北町町　　小小中中連連携携ににおおけけるる　　目目指指すす子子どどもも像像のの系系統統表表
（（令令和和２２年年　　７７月月１１日日　　芦芦北北町町教教育育委委員員会会））

行動
やっていいこと、やってはいけないこと

を理解し、判断する。
やっていいこと、やってはいけないこと

を正しく判断し、行動する。

やっていいこと、やってはいけないこと
を正しく判断し行動するとともに、

まわりに声をかける。

夜８時半以降はＴＶ、ゲーム、スマホ等
視聴しない。（９０分以内）

好き嫌いをせず、しっかり食べる。
好き嫌いをせず、３食しっかり食べる。

休みの日などには、食事の準備や
後片付けのお手伝いができる。

項目

より良い生活を目指した連携

「けじめをもってくらす」子ども

健康教育推進を目指した連携

「健康を意識してくらす」子ども

連携内容

目指す子ども像

夜８時以降はＴＶ、ゲーム、スマホ等
視聴しない。（９０分以内）

　うがい、手洗い、歯みがきの
　　　習慣化を目指す。

作っていただいた方に感謝して食べる。

子どもたちのより良い成長に向けて、学校現場（子子どどももと教教師師）だけでなく、家家庭庭、地地域域、行行政政を含めた五者が連携・協働して一体的に取り組んでいきましょう。

※「熊本の学び推進プラン」（令和元年１２月熊本県教育委員会）では、目指す子どもの姿を五者で共有することの大切さが示されています。

※この「目指す子ども像の系統表」は、五者各方面の意見を取り入れながら適宜変更を加え、より良いものにしていきます。

芦北町は「すべては次代を

担う子どもたちのために」

という教育立町の理念の

もと、行政として学校

現場に寄り添い、全面

的に支援していきます。

関係 課の取組

教育課…

ＩＣＴ等教育環境のさら

なる整備を行うとともに、

学校における働き方改革を

推進します。

生涯学習課…

家庭教育支援員による相

談対応、「親の学び」講座

の開催や学校・地域が連携

した教育活動を推進します。

コミュニティセンター課…

本に興味をもち、読書に

親しむ子どもたちを育てる

ため、読書活動の啓発及び

推進を図ります。

福祉課…

子育て支援体制及び相談

体制の充実をさらに図り、

子どもの健やかな育ちを支

援します。

健康増進課…

子どもの頃からの望まし

い食生活の定着や、将来の

生活習慣病発症予防と様々

な病気の予防のための知識

の普及啓発

に取り組み

ます。

子子どどももたたちちののよよりり良良いい成成長長にに向向けけてて、、小小中中学学校校９９年年間間のの見見通通しし

ををももちち町町全全体体でで支支ええてていいけけるるよようう、、ここのの表表がが作作成成さされれままししたた。。
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106

佐
敷
城
跡

《
佐
敷
城
の
歴
史   

》

　
城
山
の
大
師
堂
台
座
に
は
「
當
郡
水

俣
村
曹
洞
宗
教
会
所
主
任　

野
上
梅

芳
」
と
刻
ま
れ
、
水
俣
に
も
教
会
所
が

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
教

会
所
は
現
在
、
水
俣
市
天
神
町
に
あ
る

曹
洞
宗
太
梅
山
光
厳
寺
で
、
由
緒
に
よ

る
と
宮
崎
県
に
あ
っ
た
瑞
雲
山
光
厳
寺

が
廃
寺
と
な
り
、
明
治
36
年
に
令
和
2

年
６
月
号
に
も
登
場
し
た
金
田
東
禅

（
吉
蔵
寺
住
職
）
が
水
俣
に
移
転
、
再

興
し
ま
し
た
。
時
期
は
佐
敷
教
会
所
建

設
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
佐
敷
教
会
所
は
古
城
山
二
尊

寺
と
し
て
開
基
さ
れ
る
と
、
社
会
教
育

セ
ン
タ
ー
隣
に
本
堂
が
置
か
れ
、
城
山

に
奥
の
院
と
し
て
大
師
堂
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
曹
洞
宗

（
禅
宗
）
の
寺
院
で
あ
り
な
が
ら
、
他

宗
派
で
あ
る
真
言
宗
の
創
始
者
で
あ
る

弘
法
大
師
空
海
を
信
仰
対
象
と
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
理
由
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
佐

敷
は
地
名
由
来
に
も
あ
る
よ
う
に
、
弘

芦北に残る文化遺産芦北に残る文化遺産

　
国
指
定
史
跡

　
平
成
20
年
３
月
28
日
指
定

45

法
大
師
と
の
関
わ
り
が
深
い
土
地
で

す
。
ま
た
、
古
く
か
ら
の
寺
院
も
多

く
、
そ
こ
に
新
規
参
入
し
た
寺
院
が
新

し
く
門
徒
を
獲
得
す
る
た
め
、
弘
法
大

師
を
利
用
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
先
月
号
に
記
し
た
と
お
り
吉
蔵
寺
は

こ
の
頃
、
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
の
う

ち
第
三
十
七
番
札
所
を
名
乗
り
、
弘
法

大
師
信
仰
と
も
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

城
山
に
建
つ
無
数
の
石
仏
は
門
徒
が
寄

進
し
た
も
の
で
す
が
、
石
仏
の
下
に
は

吉
蔵
寺
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
砂
が
ま
か

れ
、
こ
の
石
仏
全
て
に
お
参
り
す
る
と

八
十
八
カ
所
霊
場
を
お
遍
路
で
巡
礼
し

た
の
と
同
じ
ご
利
益
が
得
ら
れ
る
、
と

喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
石
仏
寄
進
者
に
は

八
代
な
ど
葦
北
以
外
の
住
民
の
名
前
も

あ
り
、
門
徒
獲
得
は
一
定
の
成
果
を
収

め
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
遠
く
四
国
の
一
寺
院
の

思
惑
が
、
佐
敷
の
歴
史
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
、
歴
史
の
面
白
さ
の
一

つ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
花
の
詩
画
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
星
野
富
弘
で
す
が「
メ
ロ
ン
」や「
雨

ニ
モ
負
ケ
テ
（
マ
ン
ゴ
ー
）」「
か
ぼ
ち
ゃ
」
な
ど
、果
物
や
野
菜
を
モ
チ
ー

フ
に
描
い
た
作
品
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
本
展
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
群

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
新
し
い
角
度
か
ら
星
野
富
弘

の
詩
画
世
界
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
季
節
の
常
設
展
示
で
は
、
星
野
富
弘
の
四
季
の
草
花
を
題
材
と
し
た
詩

画
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す

　
こ
の
機
会
に
ど
う
ぞ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

○
開
催
期
間　
令
和
2
年
12
月
13
日
（
日
）
ま
で
※
14
日
（
月
）
は
展
示
替
え

○
開
館
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

○
休
館
日　
　
第
２・４
月
曜
日
（
祝
日
除
く
）

＊
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
　

星
野
富
弘
美
術
館 　
☎
（
８
６
）
１
６
０
０

　
※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、　
ご
来
館
の
際
に
は
、

　
　
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

だより

芦北町立

◀︎
作
品
紹
介　
栗
の
実　
１
９
８
２
年

特
別
展
「
星
野
富
弘
の
お
い
し
い
？
詩
画
展
」
開
催
中

子育て支援センター  （10 月の行事）
13日（火）お人形劇を見よう
20日（火）お散歩へ出かけよう
28日（水）身体測定、誕生会（10月生まれ）
※子育て支援センターは未就園児と保護者なら誰でも
　利用できます。
　一時保育も行っています。
　子育て仲間づくりや情報交換にお気軽にご利用くだ
　さい。
▶支援センター利用時間　毎週月曜日〜金曜日
　9:30 〜 12:00　14:45 〜 17:00
＊問い合わせ先
　子育て支援センター（田浦保育園）　
　☎（87）0034

　芦北児童館と湯浦児童館は 7 月豪雨災害により被
災した箇所の修繕工事を行なっており、両児童館とも
当分の間休館となっています。
　施設の利用開始は、芦北児童館が 10 月頃、湯浦児
童館が 11 月頃を予定しています。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
＊問い合わせ先　芦北児童館☎（82）3036
　　　　　　　　湯浦児童館☎（86）0074

児童館からのお知らせ

芦北町・水俣市・津奈木町広域
イベント情報

　2008 年から続く「住民参画型アートプロジェク
ト」の一環として 2021 年のつなぎ美術館会館 20 周
年を記念し、2019 年から 3 年間かけて取り組むプ
ロジェクトです。
▶期　　間　〜 11 月 23 日（月・祝）まで
▶料　　金　一般 300 円 高・大学生 200 円 小・中学生 100 円
▶場　　所　つなぎ美術館 1 階展示室
▶開館時間　10：00 〜 17：00（水曜休館）
＊問い合わせ先　つなぎ美術館　☎（61）2222

津奈木町 柳幸典つなぎプロジェクト
　　　　　　　　　成果展 2020

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来年へ延
期された「第９回全日本 SUP 選手権大会 RACE」に
代わり、誰でも参加できる地元イベントとして開催。
▶内　　容　一般参加レース・湯の児島一周体験会
　　　　　　デモンストレーションレース・マルシェ
▶日　　時　10 月 11 日（日）9：00 〜 15：00
▶場　　所　湯の児海水浴場
▶参加資格　水俣市・津奈木町・芦北町にお住まいの方
▶参 加 料　未定（事前のエントリーが必要です。）
＊問い合わせ先　水俣市経済観光課　☎（61）1629

水俣市 MINAMATA　SUPBAY
　　　　（サップバイ）！開催

ハ
ム
・
カ
レ
の
湖
庭
遺
跡
の
温
泉
に
数
多
の
国
の

人
等
お
よ
げ
る　
　
　
　
　
　
　
小
川　
勝
子

予
想
図
に
大
き
雨
傘
か
か
り
い
て
二
月
尽
日
終
日

の
雨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
来　
道
子

嫁
ぐ
の
は
弥
生
の
頃
と
決
め
て
お
り
余
儀
な
く
延

び
て
ジ
ュ
ー
ン
ブ
ラ
イ
ド　
　
　
門
寺　
真
弓

ひ
っ
そ
り
と
川
面
を
照
ら
す
夏
の
月
河
鹿
の
声
の

哀
愁
お
び
て　
　
　
　
　
　
　
　
才
田　
明

「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
守
る
こ
と
な
く
ツ
バ
メ
等
は

青
空
に
飛
ぶ
無
防
備
な
ま
ま　
　
下
田
み
の
ぶ

鶯
の
声
さ
え
ざ
え
と
裏
山
に
コ
ロ
ナ
に
ふ
さ
ぐ
心

に
響
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
居　
静
子

野
の
畑
に
さ
み
ど
り
の
茶
葉
ゆ
れ
揺
れ
て
摘
む
人

の
な
き
過
疎
の
寂
し
さ　
　
　
　
馬
場　
泰
子

今
は
も
う
実
子
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
夫
婦
は
探
す

失
踪
の
猫　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
本　
史
子

二
月
を
籠
っ
て
い
れ
ば
人
間
と
い
う
言
葉
の
意
味

を
し
み
じ
み
思
う　
　
　
　
　
　
宮
嶋　
良
子

夜
半
の
雨
激
し
さ
に
耐
え
咲
き
続
く
ア
ガ
バ
ン
サ

ス
の
紫
映
ゆ
る　
　
　
　
　
　
　
米
良　
佑
子

短
　
歌

短
　
歌

芦
北
短
歌
会
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別
添
６
（
横
長
１
・
H
7
4
×
W
2
1
0
）

R2.6.1 〜 8.31 受付分（敬称略）受付件数８１件

ご冥福をお祈りします

７２
７２
９３
８４
８８
９６
８５
８２
７３
７９
９３
８５
８５
８９
８３
８０
８３
８７
９４
８４
９０
９２
７２
６９
８２
６９
４２
９３
６７
６９
６８
８８

花岡西
豊岡
小田浦６
桑原
湯浦南
花岡西
田川
花岡東
小田浦５
大尼田
高岡南
鶴木山
伏木氏
諏訪
白岩
宮崎
宮崎
田浦４
西告
田浦１
田浦町１
平生
小田浦７
小田浦７
新町
田川
田川
田川
伏木氏
女島西
女島西
平生

　６.　 ２
　６.　 ５
　６. １０
　６. １２
　６. １２
　６. １４
　６. １５
　６. １６
　６. １９
　６. ２０
　６. ２２
　６. ２２
　６. ２３
　６. ２３
　６．２５
　６．２７
　６．２９
　７.　 １
　７.　 ２
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ４
　７.　 ５

竹本　勝美
出口　好昭
比屋定ミチ子
桑本　壽仁
今村　葊
井上　朝江
田口　ヤエ子
三道　義満
中山　敏憲
中島　成男
山田　實男
田中　リツ子
矢野　弘志
山下　正男
川野　ツルエ
湯治　寅雄
木林　幹夫
薮口　正道
宮原　キクエ
中田　豊穰
松本　昭生
平生　フサエ
川田　武人
川田　節子
酒井　民子
入江　たえ子
入江　竜一
堀口　ツギエ
矢野　まさ子
小㟢　清一
小㟢　峰子
坂本　滿

　 氏　　名          死亡日　      年齢　　　   区　

　７. 　９
　７. １０
　７．１９
　７．２０
　７．２３
　７. ２４
　７. ２７
　７. ２８
　７．３０
　８.　 ３
　８.　 ３
　８.　 ３
　８. １６
　８. １７
　８. １８
　８. １０
　８. １０
　８. １０
　８. １０
　８. １７
　８. １８
　８. １９
　８．１９
　８．２０
　８．２２
　８．２５
　８．２６
　８．２７
　８．２７
　８．２９

　 氏　　名          死亡日　      年齢　　　   区　

※本町窓口に届け出た人で、承諾を得た人を掲載しています。
なお、掲載の承諾には署名・押印が必要です。

平山　スミエ
福浦　エイ子
小山　藤子
鬼塚　續
田中　太一
杉本　孝一
松崎　シズモ
松㟢　貞義
渕上　テイ
坂田　義勝
河口　平八郎
地方　フジノ
釡　　スミエ
福浦　逸喜
川北　龍秀
野浦　忍
岩田　大和
渕上　サヨ子
山本　定信
石村　チサエ
遠山　ジツ
藤井　春雄
諌山　親義
下村　ミヨコ
緒方　一男
斉藤　守昌
生島　幸子
告坂　武志
小川　雪男
松岡　ナミ子

１０３
９４
７３
８７
９３
９０
９４
９６

１０１
７０
９４
８６
９８
９２
８８
８７
８３
８８
９４
８５

１０３
９４
８６
８８
９５
９１
６５
８５
６８
９７

花岡東
福浦
田浦１
永谷
田浦町４
海浦２
米田
花岡東
向町
田浦町１
計石西
米田
計石東
福浦
芦北
田浦町１
田浦町２
田浦町３
大川内西
計石西
小田浦５
平生
湯浦北
國見
米田
小田浦４
湯浦北
田浦１
白岩
海浦２

26 土
27 日 ・当番医　六車医院
28 月
29 火
30 水

10/1 木
2 金
3 土
4 日 ・当番医　駅前クリニック
5 月
6 火
7 水
8 木
9 金
10 土
11 日 ・当番医　竹本医院
12 月
13 火
14 水
15 木
16 金
17 土
18 日 ・当番医　芦北クリニック
19 月
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土
25 日 ・当番医　松本医院
26 月
27 火
28 水
29 木

イベントカレンダー

編
集
後
記

　
7
月
の
豪
雨
災
害
の
記
録
写
真
を

残
す
た
め
、球
磨
川
沿
線
の
地
区
は

徒
歩
で
回
り
ま
し
た
。次
々
と
業
者

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
復
旧
や
片
付
け

に
入
り
、早
く
被
災
地
へ
入
ら
な
い

と
被
災
の
状
況
を
残
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
判
断
し
、車
で
は
進
入
で
き

な
い
荒
れ
た
道
路
を
進
む
た
め
、消

防
の
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
、途
中
ま
で

移
動
し
ま
し
た
。歩
い
た
歩
数
は
1

日
で
2
万
8
千
歩
、日
頃
の
運
動
不

足
が
祟
っ
て
、3
日
ほ
ど
筋
肉
痛
で

し
た
。な
お
災
害
関
連
の
取
材
で
７

〜
8
月
間
は
８
５
０
０
枚
写
真
を
撮

り
ま
し
た
。（
田
中
）

　

今
年
の
夏
は
、コ
ロ
ナ
、豪
雨
、台

風
に
翻
弄
さ
れ
気
が
つ
け
ば
栗
や
梨

が
店
頭
に
並
び
、秋
刀
魚
ま
で
並
ん

で
い
る
の
を
見
て
「
秋
が
来
た
！
」

と
感
じ
ま
し
た
。何
も
夏
ら
し
い
こ

と
を
し
て
い
な
い
事
実
に
涙
し
つ

つ
、こ
の
ま
ま
何
事
も
な
く
穏
や
か

に
秋
か
ら
冬
に
な
っ
て
欲
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。（
東
）

お誕生おめでとう
R2.6.1 〜 8.31 受付分（敬称略）受付件数２３件

佳孝
直哉
弦
貴志
範之
潤
有平
衣
聡
典朗
翔吾
芳文
慧斗
想太
祐平
一平
祐太郎
和文
飛
八洋
南希
保成

　６． 5
　６．１８
　６．１９
　６．１９
　６．２５
　６．３０
　７． ３
　７． ６
　７．１０
　７．１７
　７. １８
　７．２１
　７. ２４
　７．２７
　８． ４
　８．１５
　８．１７
　８．１８
　８．１０
　８．１２
　８．１４
　８．１９

坂口　智
と も や

哉
山口　桔

きっぺい
平

元山　蒼
そ う し

士
溝部　未

み き や
輝也

福島　葵
あおい

才藤　羽
わ こ う

晃
林田　百

も も か
叶

宇ノ木　慈
いつく

谷口　歩
あゆむ

鶴内　碧
あ お と

人
柴藤　鈴

す ず な
奈

岩永　笑
え ま

茉
八里　澪

れい

藤井　希
き い

妃
百田　拓

た く と
永

山下　夏
か な お
奈央

松田　玲
れ い あ

杏
江口　日

ひ さ き
咲

川畑　希
の の か

夏
髙田　結

ゆ い と
友

岡㟢　琴
こと

藤井　琉
りゅうせい

惺

　氏　　名　　  出生日　  性別　 保護者　　  区
男
男
男
男
男
男
女
女
男
男
女
女
男
女
男
女
女
女
女
男
女
男

湯浦北
湯浦北
小田浦２
芦北
湯浦南
向町
芦北
白木
大野
乙千屋
花岡北
小田浦２
花岡東
平生
道川内西
小田浦３
小田浦２
花岡西
大野
小田浦３
田浦４
湯浦南

※本町窓口に届け出た人で、承認を得た人を掲載しています。
　町外に提出した人で、掲載を希望する場合は、役場総務課
　秘書広報係までご連絡ください。
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発
行

日
／

令
和

2
年

9
月

23
日

発
　

行
／

芦
北

町
　

　
編

集
／

総
務

課
印

　
刷

／
（

資
）

秀
文

社
印

刷
所

  ２
０

２
０

  ２
０

２
０

  9
月
9
月

　　N
o.187

N
o.187

（
再

生
紙

使
用

）

　　　国保水俣市立総合医療センターの
　　　　　　　　　　　「選定療養費」が変わります。

令和2年10月 1日から

　「選定療養費」は、初期の治療は地域の医院、診療所（かかりつけ医）
が担い、高度・専門治療は病院（２００床以上）で行うという医療機関
の役割分担の推進を目的に定められた制度です。
　令和２年度の診療報酬改定により、２００床以上の地域医療支援病院
では、かかりつけ医などからの紹介状を持たずに受診する際は選定療養
費の徴収が義務づけられました。
　そのため、当院でも選定療養費を国が定める料金をご負担いただくこ
とになりました。
※紹介状をお持ちいただくと選定療養費はかかりません。かかりつけ医
を持つことをお勧めします。

　紹介状をお持ちでない初診の人にご負担
いただく料金です。

　当院から他の病院・診療所等へ紹介を
行った人が、自ら引き続き当院での受診を
希望され、紹介状をお持ちにならずに当院
を受診した人にご負担いただく料金です。

再診時選定療養費 初診時選定療養費

令和 2 年 9 月 30 日まで

　　　　医科　　
820 円

　　　　歯科

令和 2 年 9 月 30 日まで

なし

令和 2 年 10 月 1 日から

医科　2,750 円

歯科　1,650 円

令和 2 年 10 月 1 日から

医科　5,500 円

歯科　3,300 円

　ただし、次に該当する方は負担はありません。
◆救急車で搬送や夜間休日に救急外来を受診した人
◆各種公費負担制度（公害、医療手帳、保健手帳、特定疾患、自立支援、肝炎治療特別促進事
業、重度心身障害者医療、生活保護など）の受給者（※受給者証をご提示ください　※こども
医療、ひとり親家庭医療は除きます。）
◆水俣市立総合医療センターの別の診療科を受診中の人
◆特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった人
◆労災、公務災害、交通事故、自費診療の人など

＊問い合わせ先
　　水俣市立総合医療センター診療支援課医事係　☎（63）2101


